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<新型コロナウイルス感染症拡大防止対応について>
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
本年の株主総会につきましては書面による議決
権行使をお願い申し上げます。なお、本年はお
座席の間隔を拡げていることから、ご用意でき
るお座席の数が例年よりも大幅に減少いたしま
す。そのため、当日ご来場いただいてもご入場
をお断りせざるを得ない場合がございますので、
予めご了承ください。今後の状況により、株主
総会の運営等に大きな変更が生じる場合は、当
社ウェブサイトに掲載いたします。
http://ir.ichishin.co.jp/
なお、第46回定時株主総会より、株主総会にご
出席の株主様へお配りしておりましたお土産の
配布を廃止しております。何卒ご理解賜ります
ようお願い申し上げます。「株主優待制度」につ
きましては、引き続き実施してまいります。
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（証券コード4645）
2023年５月10日

（電子提供措置の開始日 2023年５月３日）
株 主 各 位

千葉県市川市八幡二丁目３番11号

代表取締役社長 福 住 一 彦

第49回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ
トに「第49回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト http://ir.ichishin.co.jp/

なお、株主総会参考書類等は、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェ
ブサイトにて株主総会参考書類等を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト
（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、銘柄名「市進ホールディングス」またはコー
ド「4645」を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、閲覧をお願い申し上
げます。
東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、本年は株主の皆さまの安全確保を最優先といたしたく、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、議決権行使につきましては書面にて事前に行使いただきますようお願い申し上げま
す。お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年５月24日（水曜日）午後６時までに到
着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2023年５月25日（木曜日）午前10時（受付開始時刻 午前９時）
２．場 所 東京都千代田区神田駿河台３-11-１

三井住友海上駿河台新館
ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水 カンファレンスルーム３階
ご来場の際には末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

３．目的事項
報告事項 １．第49期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類

の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第49期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 取締役９名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
本年はお座席の間隔を拡げることから、ご用意できるお座席数が例年より大幅に減少いたします。そのため当日ご来
場いただいてもご入場をお断りせざるを得ない場合がございます。予めご了承ください。
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま

す。
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行使期限

議決権行使書のご記入方法
賛成の場合
→「賛」を〇で囲んでください。

否認する場合
→「否」を〇で囲んでください。

一部の候補者を否認する場合
→「賛」を〇で囲み、否認する候補者の番号を
欄内に記載してください。

議 決 権 行 使 書
株式会社市進ホールディングス 御中

議 決 権 の 数

私は上記開催の定時株主総会（継続会または延会の場合を含む）の議案に
つき、右記（賛否を〇印で表示）のとおり議決権を行使いたします。
2023年 月 日

個

第1号

第２号

原案に対する賛否

否

否

賛
（ ）ただし

を除く

賛
（ ）ただし

を除く

2023 年 5月 25日
株 主 総 会 日

（ご注意）

当社は、議案
につき賛否の
表示のない場
合は、賛成の
意思表示があ
ったものとし
てお取扱いた
します。

基準日現在のご所有株式数 株

議 決 権 の 数 個

議決権の数は 1単元ごとに 1個となります。

当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用
紙を会場受付へご提出ください。

1.

当日ご出席願えない場合は、議決権行使書用紙
に賛否をご表示のうえ、お早めにご返送くださ
い。

2.

議案において、候補者の一部の者につき、異な
る意思を表示される場合は、株主総会参考書類
の候補者番号をご記入ください。

3.

株 主 番 号

お 願 い

株式会社市進ホールディングス

こちらに議案の賛否をご記入ください。

<サンプル＞

開催日時

議決権行使のご案内
電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いただき、以下のいずれかの方法にて
議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

書面による行使
郵送（書面）により議決権の行使をお願い申し上げます。
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、下記の行使期限までに到着するよう折り返
しご返送ください。なお、各議案につきまして賛否を表示せずに提出された場合は、賛成の
意思表示があったものとしてお取扱いいたします。
※同封の「議決権行使・記載面保護シール」をご利用ください。

2023年５月24日（水曜日）午後６時必着

ご出席の場合
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

2023年５月25日（木曜日）午前10時（受付開始時刻 午前９時）
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取

締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号 氏名（ふりがな） 当社における地位 候補者属性

１ 下
し も

屋
や

俊
と し

裕
ひ ろ

代表取締役会長 再任

２ 福
ふ く

住
ず み

一
か ず

彦
ひ こ

代表取締役社長 再任

３ 竹
た け

内
う ち

厚
あつし

取締役副社長 再任

４ 土
つ ち

坂
さ か

恭
きょう

司
じ

専務取締役 再任

５ 原
は ら

園
ぞ の

明
あ き

宏
ひ ろ

常務取締役 再任

６ 荻
お ぎ

原
は ら

俊
しゅん

平
ぺ い

取締役 再任

７ 尾
お

和
わ

保
や す

弘
ひ ろ

取締役 再任

８ 小 野 有 紀 子
お の ゆ き こ

取締役 再任

９ 小
お

幡
ば た

績
せ き

取締役（社外） 再任 社外
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

１ 下
しも

屋
や

俊
とし

裕
ひろ

（1952年11月20日）

2001年５月 当社取締役第二事業本部教育本部長
2008年６月 当社常務取締役
2011年５月 当社代表取締役社長
2020年５月 当社代表取締役会長（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社学研塾ホールディングス代表取締役会長
株式会社プレジャー・コム取締役会長
株式会社市進コンサルティング取締役会長
株式会社市進ラボ取締役相談役
株式会社ウイングネット取締役相談役

56,000株

取締役候補者とした理由
長年にわたり当社牽引の中心として、当社グループの組織構造を利益体質に転換
することを実現しました。また、新規事業である映像授業、介護授業、海外事業、
学童授業等を軌道に乗せ、業務提携、Ｍ＆Ａを通じてグループの事業範囲拡大を
実現してきました。引き続き当社グループにおいて強いリーダーシップを期待で
きると判断し、取締役候補者といたしました。

２ 福
ふく

住
ずみ

一
かず

彦
ひこ

（1957年８月14日）

2010年７月 株式会社学研エデュケーショナル代表取締役社長
2014年８月 株式会社学研塾ホールディングス代表取締役社長

（現任）
2016年10月 株式会社学研ホールディングス執行役員
2017年12月 株式会社学研ホールディングス上席執行役員
2018年12月 株式会社学研ホールディングス取締役
2020年５月 当社代表取締役社長（現任）
2020年12月 株式会社学研ホールディングス常務取締役
2022年12月 株式会社学研ホールディングス専務取締役（現

任）
（重要な兼職の状況）

株式会社学研塾ホールディングス代表取締役社長
株式会社学研ホールディングス専務取締役

12,000株

取締役候補者とした理由
長年にわたり進学塾運営会社の経営や実務に携わり、㈱学研ホールディングスに
おいては専務取締役として塾事業を主とした教育サービス事業の推進を担当して
おります。これらの経験、見識を当社経営に活かすことができると判断し、取締
役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

３ 竹
たけ

内
うち

厚
あつし

（1957年12月17日）

2009年３月 当社執行役員業務本部企画本部長・第二管理本部
長

2011年３月 当社統括本部副本部長・第二管理部長・人事部長
2011年５月 当社取締役統括本部副本部長
2014年３月 当社取締役統括本部本部長
2015年５月 当社常務取締役統括本部本部長
2019年５月 当社専務取締役
2022年 5 月 当社取締役副社長（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社市進ケアサービス代表取締役社長
株式会社時の生産物代表取締役社長
株式会社プレジャー・コム代表取締役社長

15,000株

取締役候補者とした理由
当社において経営企画、財務、総務、法務、人事などの実務を経験し、現在、取
締役副社長として、当社グループの経営体制及びコンプライアンス体制の強化に
取り組んでおります。また、介護事業部門の経営にも携わっております。今後も
担当職務の推進・強化が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

４ 土
つち

坂
さか

恭
きょう

司
じ

（1959年12月31日）

2011年３月 当社執行役員
2012年５月 当社取締役
2019年５月 当社常務取締役
2022年 5 月 当社専務取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY代表取締
役社長

29,300株

取締役候補者とした理由
学習塾部門において受験指導、学習指導の経験を積み重ね、グループの売上の柱
となる㈱茨進の代表取締役社長として運営に携わりました。他方、業務提携先と
の事業連携の企画・運営業務において活躍しております。今後もこれらの経験を
当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

５ 原
はら

園
ぞの

明
あき

宏
ひろ

（1964年10月16日）

2015年３月 株式会社市進取締役
2017年３月 当社執行役員
2019年５月 当社取締役
2020年 3 月 株式会社市進代表取締役社長
2022年 5 月 当社常務取締役（現任）
2023年 3 月 株式会社市進代表取締役会長（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社市進代表取締役会長

11,800株

取締役候補者とした理由
学習塾部門において受験指導、学習指導の経験を積み重ね、グループ売上の柱と
なる㈱市進の運営・管理業務全般に実績を積み重ねております。また、業務提携
先との事業連携の企画・運営業務にも幅広い知見を有しており、これらの経験を
当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。

６ 荻
おぎ

原
はら

俊
しゅん

平
ぺい

（1964年11月17日）

2014年３月 株式会社ウイングネット本部長
2015年３月 株式会社ウイングネット執行役員
2016年３月 株式会社ウイングネット代表取締役社長（現任）
2018年３月 当社執行役員
2020年５月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社ウイングネット代表取締役社長
ジャパンライム株式会社代表取締役会長
株式会社アイウイングトラベル取締役

4,000株

取締役候補者とした理由
映像事業部門において、開発・販売の経験を経てグループ売上の柱となる㈱ウイ
ングネットの運営・管理業務全般に実績を積み重ねております。また、今後映像
事業を軸とする新規事業の牽引役として当社グループの企業価値向上に寄与でき
ると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

７ 尾
お

和
わ

保
やす

弘
ひろ

（1970年２月７日）

2012年３月 当社経営企画室室長
2017年３月 当社財務部部長
2018年３月 株式会社アイウイングトラベル取締役
2019年３月 当社執行役員統括本部副本部長
2020年３月 株式会社市進アシスト代表取締役社長（現任）
2020年７月 株式会社ゆい常務取締役（現任）
2022年３月 当社執行役員統括本部本部長
2022年５月 当社取締役統括本部本部長（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社市進アシスト代表取締役社長
株式会社ゆい常務取締役

3,000株

取締役候補者とした理由
当社において、経営企画、経理、財務、ＩＲなどの業務経験を有し、現在、統括
本部長として予算・財務戦略の策定を担当しております。また、障碍者雇用促進
を目的として設立された特例子会社の代表、介護福祉サービス事業会社の取締役
を務めるなど、当社における豊富な業務経験と当社グループの経営に関する深く
幅広い知見を活かし、当社グループの企業価値向上に資することができると判断
し、取締役候補者といたしました。

８ 小 野 有 紀 子
お の ゆ き こ

（1971年１月12日）

2015年４月 株式会社学研ホールディングス広報室長
2018年３月 株式会社学研スマイルハート代表取締役社長
2020年４月 株式会社学研プロダクツサポート取締役

株式会社学研ロジスティクス取締役
2020年10月 株式会社学研エデュケーショナル取締役
2020年11月 株式会社学研塾ホールディングス取締役（現任）
2022年３月 当社顧問
2022年５月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社学研塾ホールディングス取締役

2,000株

取締役候補者とした理由
学研グループにおいて、広報部門の責任者、障害者雇用促進を目的として設立さ
れた特例子会社の代表などを務めるなど、企業ブランドの向上や社内ダイバーシ
ティの促進に関する要職を歴任しております。また、働く女性としての感性や視
点、幅広い知見に基づき、当社及び当社グループにも有益な助言を行っておりま
す。今後の当社取締役会における多様性確保の観点も踏まえ、これまでの経験、
知見を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

９ 小
お

幡
ばた

績
せき

（1967年10月５日）

1992年４月 大蔵省（現財務省）入省
1999年７月 大蔵省退官
2001年11月 ハーバード大学経済学博士（Ph.D.Economics）

取得
2001年12月 一橋大学経済研究所専任講師
2003年４月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授
2016年５月 当社社外取締役（現任）
2023年４月 慶應義塾大学ビジネススクール教授（現任）

2,000株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
行動ファイナンス及び企業金融を専門とする経済学者として、幅広い知見を有し
ていることに加え、自身の留学経験に基づいたグローバル視野の教育事業への見
識も有しており、2016年5月に当社社外取締役に就任して以降、当社の経営に対
し有益な助言をされております。同氏の先進的な見識を客観的立場から当社経営
に活かしていけると判断し、社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外
役員以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由により社
外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。

（注）１．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O保険」という。）
契約を保険会社との間で締結しており、これにより、当社及びすべての当社子会社におけるすべての
取締役、監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定
められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、D＆O保険の保
険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの
取締役もD＆O保険の被保険者となる予定であります。D＆O保険の契約期間は、１年間であり、当
該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、株式会社市進、株式会社ウイングネッ
ト、ジャパンライム株式会社、株式会社市進ラボ、株式会社市進ケアサービス、株式会社時の生産
物、株式会社プレジャー・コム、株式会社アイウイングトラベル、株式会社市進アシスト、株式会社
ゆいは当社が100％出資する完全子会社であります。

３．「所有する当社株式数」は2023年２月28日現在の所有株式数であります。
４．小幡績氏は再任の社外取締役候補者であります。同氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総

会終結時をもって７年であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て指定し届け出ており、同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。

５．当社は、小幡績氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定
であります。
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第２号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監

査役３名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号 氏名（ふりがな） 当社における地位 候補者属性

１ 大 谷
お お や ぎ

木 進
すすむ

常勤監査役 再任

２ 松
ま つ だ

田 勉
つとむ

監査役（社外） 再任 社外

３ 佐
さ さ き

々 木 伸 悟
し ん ご

― 新任 社外

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

１ 大 谷
お お や ぎ

木 進
すすむ

（1959年９月５日）

2002年３月 株式会社市進財務開発室長
2011年３月 株式会社市進ホールディングス第二管理部長
2014年３月 株式会社茨進運営支援本部本部長
2016年３月 株式会社茨進執行役員運営支援本部本部長
2019年５月 当社監査役（現任）

21,800株

監査役候補者とした理由
当社において、人事、施設開発、財務、経営企画などの実務を幅広く経験し、こ
れらに関する相当程度の知見を有しています。また、㈱茨進における運営・管理
業務において活躍しており、企業の健全性を確保するために監査を行うことにつ
いて適切な人材であると判断し、監査役候補者といたしました。

２ 松
まつ

田
だ

勉
つとむ

（1954年10月31日）

2006年 7 月 東京国税局査察部統括官
2013年 7 月 東京国税局調査第四部次長
2014年 7 月 麹町税務署長
2015年 8 月 松田勉税理士事務所開業
2019年５月 当社社外監査役（現任）

2,000株

社外監査役候補者とした理由
東京国税局における豊富な実務経験と高度な専門知識を有し、また、税理士とし
ての幅広い見識を生かして、独立した客観的な立場から社外監査役としての職務
を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 数

３ 佐
さ さ き

々 木 伸 悟
し ん ご

（1958年７月３日）

1992年 3 月 公認会計士登録
1997年 2 月 税理士登録
2003年 4 月 佐々木公認会計士事務所開業
2019年 1 月 行政書士登録

0株

社外監査役候補者とした理由
公認会計士、税理士及び行政書士としての豊富な専門知識と実務経験を有してお
り、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査を遂行していただ
けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

（注）１．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O保険」という。）
契約を保険会社との間で締結しており、これにより、当社及びすべての当社子会社におけるすべての
取締役、監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定
められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、D＆O保険の保
険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が監査役に選任され就任した場合には、いずれの
監査役もD＆O保険の被保険者となる予定であります。D＆O保険の契約期間は、１年間であり、当
該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．「所有する当社株式数」は2023年２月28日現在の所有株式数であります。
４．松田勉氏は再任の社外監査役候補者であります。同氏の当社の社外監査役としての在任期間は、本総

会終結の時をもって４年であります。
５．佐々木伸悟氏は新任の社外監査役候補者であります。
６．当社は、松田勉氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定
であります。

７．当社は佐々木伸悟氏が選任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

以 上
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事 業 報 告
（2022

2023
年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2022年３月１日から2023年２月28日まで）におけるわが国経済は、
新型コロナウイルス感染症の影響は続いたものの、行動制限緩和などにより経済活動は正常
化へと近づきました。一方で急激な為替相場の変動や世界的な原材料価格、エネルギー価格
の高騰などもあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。
当社グループは、教育サービス分野及び介護福祉サービス分野の２つを主要なビジネスセ

グメントとして事業展開を行っております。教育サービス業界におきましては、小学生の英
語教科化や大学入試改革、文科省によるGIGAスクール構想など様々な教育制度改革が進め
られ、大きな変革の時期を迎えております。また、介護福祉サービス業界におきましては、
今後も高齢者人口が増加する中、介護サービスの需要はますます高まることが見込まれる一
方で、人材確保や新たな介護報酬制度への適切な対応が重要な課題となっております。
このような経営環境のもと、当社グループでは、グループ全体の当期重点テーマとして

「マーケティング」「イノベ―ション」「人材育成」の３つを設定し、さらには、グループ会
社間の連携を深めることにも注力することで、グループ全体の企業価値向上を図っておりま
す。また、「一生涯を通じた幅広い『学び』の機会を提供することで、ともに人間力を高め、
笑顔あふれる社会を実現すること」をグループの理念とし、すべてのステークホルダーの皆
さまへ貢献できるよう永続的な発展をめざしております。
当連結会計年度におきましては、グループ全体の売上高は、前連結会計年度比微減という

結果でした。経費面におきましては、水道光熱費をはじめとする物価高騰の背景がありまし
たが、必要な投資については積極的に進める一方、人材の適正配置、賃借面積の適正化、業
務効率化などを進め、利益率改善に努めた結果、営業利益、経常利益につきましては前連結
会計年度を上回る結果となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益につきまして
は、法人税等調整額の影響から前連結会計年度比減少となりました。
当連結会計年度の連結業績は、売上高17,292百万円（前年同期比99.8％）、営業利益894

百万円（前年同期比107.7％）、経常利益734百万円（前年同期比106.0％）、親会社株主に
帰属する当期純利益は365百万円（前年同期比86.8％）となりました。
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セグメント別の概況は以下のとおりです。なお、セグメントの連結売上高には、セグメン
ト間売上高が含まれております。
＜教育サービス事業＞
教育サービス事業のうち、学習塾事業におきましては、常に「考えさせる発問」を行うこ

とで「なぜ」を共有し、学び合う「市進の共演授業」（商標登録6581124）の実践を通じ
て、合格に結びつく「真の学力」を醸成すること、また、ご家庭との連携・学習サポートを
徹底し、授業と家庭学習との両輪指導によって「自ら学習する習慣」「自ら考え、自ら取り
組む姿勢」を一人一人の生徒に身に付けてもらうことを最重要テーマとして日々の学習指導
に取り組んでおります。全体運営方針としましては、小学校低学年専門教室・オンライン講
座の「パンセ・フロンティエル」をはじめとする小学校低学年からの指導に注力すること
で、子供たちの学習機会を拡充し、学力向上を図るとともに、在籍生徒数・合格実績におい
ても全体の底上げを実現できております。また、高校受験における都県別対策講座、地域別
の定期テスト対策、学習環境の変化を踏まえた公開模試などの実施が、生徒入会に寄与し、
在籍生徒数は引き続き順調に推移しております。地域的には千葉県・東京都東部地域・茨城
県を中心に、神奈川県・埼玉県においても展開し、各地域でのニーズに応じた教育サービス
の提供、地域ごとの合格実績の確立に取り組み、集客力をより高めております。新設拠点と
しましては、「市進学院」では夏期講習から南行徳教室を開校し、教育人口増加地区である
流山市においては、在籍生徒数の増加により現在３号館まで出店している市進学院流山おお
たかの森教室１号館を夏期講習から増床・リニューアル開校するなど千葉県内のドミナント
をさらに強固にしております。また、東京都では市進学院大井町教室を冬期講習から開校い
たしました。大井町教室は地域の中学受験ニーズが高いことから中学受験専門教室「中学受
験合格突破館」として運営し、順調な集客状況で推移しております。茨城県においては「茨
進」古河諸川校を夏期講習から開校し、茨城県西部での集客強化を進めております。なお、
茨城県での県立高校、県立中高一貫教育校においては、2023年度入試においても地域一番
店として十分な合格実績を残すことができております。個別指導塾の「個太郎塾」では、東
京都内に都立家政教室など直営教室の出店を進めるとともに、フランチャイズ教室の展開に
も引き続き注力し、堅調に推移しております。
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また、当連結会計年度から、従来「個太郎塾」において実施していた社員独立制度を「市
進学院」においても拡充し、「市進学院」の教室責任者を経験した社員によるフランチャイ
ズ化を開始しております。コンテンツ事業をはじめとする教育関連事業では、映像授業コン
テンツ「ウイングネット」の全国学習塾への販売において、様々な教育制度改革が進む中、
変革する教育環境に対応できる学びのトータルサポートを推進しております。当連結会計年
度からは、東京大学、京都大学、国立大医学部など最難関大学受験に特化した対策講座「ス
ーパーウイング」を新たに配信し、新体系「スーパーウイングネット元年」として始動いた
しました。その結果、加盟校数、拠点数は伸長し、好調な業績を維持しております。
当連結会計年度のセグメントの経営成績は、売上高15,293百万円（前年同期比98.8％）、

セグメント利益（営業利益）705百万円（前年同期比106.7％）となりました。

＜介護福祉サービス事業＞
当連結会計年度９月から紙ふうせん株式会社が当社グループに加わりました。同社は

2008年の創業以来、東京都世田谷区にて居宅介護支援、訪問介護支援を主な事業として介
護活動に取り組んでおります。当社グループの介護福祉サービス事業は、紙ふうせん株式会
社の加入により合計６社となり、デイサービス、グループホーム、小規模多機能事業などの
サービスを首都圏１都３県、計35ヶ所の拠点で展開しております。介護福祉サービス事業
においては、当連結会計年度もコロナ禍の厳しい環境が続く中、感染拡大の防止に最大限の
注意を払いつつ良質なサービスの提供継続に努め、いずれも多くのご利用者様にご活用いた
だき順調に稼働しております。また埼玉県を中心に東京都新宿区でも介護職初任者研修、実
務者研修等の介護研修事業も実施し、教育サービス事業で培ったノウハウを活かし就労希望
者向けに資格取得支援とキャリアアップの機会を提供しております。この介護研修事業は、
業績への貢献だけではなく、人材育成や人材確保にも寄与しております。介護福祉サービス
事業においては、信頼獲得を第一義とした質の高い介護サービスを心掛けており、今後も高
い稼働率、入居率を継続できるよう取り組んでまいります。
当連結会計年度のセグメントの経営成績は、売上高1,998百万円（前年同期比108.3％）、

セグメント利益（営業利益）188百万円（前年同期比112.0％）となりました。
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（事業別売上高） （百万円）
区 分 前連結会計年度 当連結会計年度 構成比 前連結会計年度比

教育サービス事業 15,472 15,293 88.4％ 98.8％

介護福祉サービス事業 1,845 1,998 11.6％ 108.3％

合計 17,318 17,292 100.0％ 99.8％

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

２．設備投資等の状況
当連結会計年度中の設備投資総額は、256百万円となっております。その主な内容は、教

育サービス事業における市進学院・個太郎塾・茨進などの新規開校・開設及び既存拠点の増
床、リニューアル等に係る設備投資であります。

３．資金調達の状況
所要資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入金によって賄っております。
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４．対処すべき課題
当社グループは「人を創る、ともに創る」をビジョンに掲げ、学びの場、生活支援の場を

通じて、豊かな人生、笑顔あふれる社会の実現をめざし、事業を推進しております。具体的
な事業運営としては、教育サービス事業と介護福祉サービス事業を主要なビジネスセグメン
トとしております。経営上の目標達成度を判断するための指標としましては、連結売上高、
連結営業利益の達成度を指標としており、収益性の判断指標としましては、売上高営業利益
率を重視しております。これらを前提として、中期的には新規の投資と既存事業の成長を両
立させながら売上高営業利益率５％を持続することを目標としております。
また、当社グループは①マーケティング、②イノベーション、③人材育成の３つをグルー

プ全体の重点テーマとして設定しております。全事業会社の目標達成度合いの指標として
は、より具体的な業績評価につながる重要な指標（KPI）を設定し、これを職員間で共有し
つつ日々の活動を推進しております。グループ全体の企業価値向上を図るためにも、引き続
き、グループ会社間の連携を深めることにも注力してまいります。

セグメントごとには、以下を課題と認識し取り組んでまいります。
＜教育サービス事業＞
（１）学習塾事業
学習塾事業においては、現在の好調な在籍生徒数をさらに増やし、合格実績を積み重ねて

いくことを目標としております。そのため、塾の本来価値への原点回帰、つまりは「教え込
む」「鍛える」「結果を出す」という強い循環を、市進教育グループ全体の教育方針として再
定義し、これを定着させることに取り組んでまいります。幼児、低学年指導については、引
き続き、小学校低学年専門教室・オンライン講座の「パンセ・フロンティエル」の活用によ
り強化してまいります。小学生から中学生、高校生へと継続して通塾していただくために
も、学習サービスのさらなる向上、英語教育においては４技能の方向性と一貫性の確保と推
進、そして、思考力・表現力育成については、カリキュラム・アセスメントの研究・開発な
どを今後の重点テーマとして併せて取り組んでまいります。また、当社グループ内の学習塾
間同士の横の連携にもより一層注力し、グループ全体でのサービス強化、向上をめざしてま
いります。
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（２）教育関連事業
教育関連事業においては、コンテンツとサービスの一体感の醸成、成績アップや十分な合

格実績によるブランドリフト戦略、VR、AR、メタバースなどを利用した動画制作や配信事
業の拡張など、さらなるイノベーションを今後の課題として取り組んでまいります。また、
幼児教育や英語教育においては、これを今後の成長軸と捉え、サービス向上及び顧客満足度
向上、集客力強化のための研究を重ねてまいります。
また、学習塾事業、教育関連事業に共通した人材育成の面では、専門部署を新たに設置

し、「多様化するサービスを支える人材」や「変化の激しい環境の中で、今までにない新た
な価値を生み出す人材」をテーマに取り組んでまいります。

＜介護福祉サービス事業＞
介護福祉サービス事業においては、2022年９月から紙ふうせん株式会社が、2023年４月

からはトップケアサイエンス有限会社が当社グループに新たに加わり、介護福祉サービス事
業の会社は合計７社となりました。介護福祉サービス事業のさらなる成長に向けて、グルー
プ内共通の介護人材の確保、人材育成システムの整備、またグループ内の人材の流動性の向
上などを重要テーマに、介護サービスのノウハウや情報の共有も図ることで、グループ間の
連携を深めつつ相乗効果をさらに高めてまいります。

以上のような計画に基づき、2024年２月期の業績予想としましては、連結売上高は
18,110百万円と前期比4.7％の増収をめざしてまいります。また、利益見通しにつきまして
は、増収とさらなる経費統制による経費節減を図り、営業利益は910百万円と前期に比べ
1.8％の増益、売上高営業利益率は5.0％、経常利益は750百万円、親会社株主に帰属する当
期純利益は381百万円をめざしてまいります。

これまでの株主の皆さまのご支援に深く感謝申し上げるとともに、今後の市進教育グルー
プの発展につきましてもご支援を頂戴したく、よろしくお願い申し上げます。
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５．財産及び損益の状況の推移

区 分 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
（当連結会計年度）

売 上 高（百万円） 16,463 16,007 17,318 17,292

経 常 利 益（百万円） 35 273 693 734

親会社株主に帰属する当期純利益
または親会社株主に帰属する
当期純損失（△）（百万円）

11 △401 421 365

１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失（△）（円） 1.10 △38.43 41.72 36.19

総 資 産 額（百万円） 11,949 12,381 12,705 12,417

純 資 産 額（百万円） 2,237 1,618 2,068 2,297

１株当たり純資産額（円） 210.60 160.02 202.72 228.11

（注）１．１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失（△）は、自己株式数控除後の期中平均発行済株
式数に基づいて計算しております。また、１株当たり純資産額は自己株式数控除後の期末発行済株式
数に基づいて算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を2022年度の期首から適
用しており、2022年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記
載しております。
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６．重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 市 進 10百万円 100.0％ 千葉県を重点地域とする小・中・高校生を対
象とした進学学習指導

株 式 会 社 市 進 東 京 10百万円 100.0％ 東京都を重点地域とする小・中・高校生を対
象とした進学学習指導

株式会社NPS成田予備校（注）１ 5百万円 100.0
〔100.0

％
〕

千葉県・茨城県内での小・中・高校生を対象
とした進学学習指導

株 式 会 社 個 学 舎 10百万円 100.0％ 個別指導塾の運営及びFC教室の運営

株 式 会 社 茨 進 20百万円 100.0％ 茨城県内での小・中・高校生を対象とした進
学学習指導

有限会社典和進学ゼミナール（注）１ 3百万円 100.0
〔100.0

％
〕

茨城県内での小・中・高校生を対象とした進
学学習指導

株 式 会 社 市 進 ラ ボ 5百万円 100.0％
小学校受験「桐杏学園」、体験型民間学童保育
「ナナカラ」、オールイングリッシュ保育・学
童保育「みらいえインターナショナルスクー
ル」の運営

株 式 会 社 ウ イ ン グ ネ ッ ト 10百万円 100.0％ 映像コンテンツ・学習支援システムによる塾
事業のトータルサポート

ジ ャ パ ン ラ イ ム 株 式 会 社 10百万円 100.0％ スポーツ・教育・医療等の指導者、技術者向
け映像制作・販売

株式会社アイウイングトラベル 37百万円 100.0％ オーダーメイド型の国内外の旅行企画・手配

株式会社江戸カルチャーセンター 20百万円 100.0％ 日本語学校の運営

株 式 会 社 市 進 ケ ア サ ー ビ ス 20百万円 100.0％ 介護サービス事業、教育事業

株 式 会 社 時 の 生 産 物 3百万円 100.0％ 介護サービス事業

有 限 会 社 敬 愛 （注）１ 3百万円 100.0
〔100.0

％
〕 介護サービス事業

株 式 会 社 プ レ ジ ャ ー ・ コ ム 3百万円 100.0％ 介護サービス事業

株 式 会 社 ゆ い 40百万円 100.0％ 介護サービス事業

紙 ふ う せ ん 株 式 会 社 （注）２ 1百万円 100.0％ 介護サービス事業
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会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 市 進 ア シ ス ト 10百万円 100.0％ 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基
づく特例子会社、教育・学習支援事業

株 式 会 社 IGH （注）１ 5百万円 51.0
〔51.0

％
〕

東戸塚（神奈川県）での小・中・高校生を対
象とした進学学習指導

ICHISHIN INDIA CONSULTANT PRIVATE LIMITED（注）１ 35百万円 100.0
〔1.0

％
〕

インドでの小・中・高校生を対象とした進学
学習指導

香 港 市 進 有 限 公 司 19百万円 100.0％ 香港での学習塾

新 譽 有 限 公 司 （注）１ 7百万円 100.0
〔100.0

％
〕 香港での日本語学校

（注）１．「議決権比率」欄の〔内書〕は間接所有であります。
２．2022年９月１日付にて紙ふうせん株式会社の全株式を取得したことにより当社の連結子会社として

おります。

７．主要な事業内容（2023年２月28日現在）
当社グループは、教育サービス事業、介護福祉サービス事業の２つを主要なビジネスセグ

メントとして事業展開を行っております。教育サービス事業におきましては、小・中学生、
高校生、高校卒業生を対象とした学習塾の運営、幼児を対象とした小学校受験指導や学童保
育施設の運営、さらには映像コンテンツの企画販売、日本語学校運営等を行っております。
介護福祉サービス事業におきましては、デイサービス、認知症グループホーム、小規模多機
能型居宅介護施設等の運営の他、介護職初任者研修等、研修事業も実施しております。
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８．主要な営業所（2023年２月28日現在）
（1）当社

本社 千葉県市川市八幡二丁目３番11号
本社東京事務所 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（2）株式会社市進
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（3）株式会社市進東京
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（4）株式会社NPS成田予備校
本社 千葉県市川市八幡二丁目３番11号

（5）株式会社個学舎
本社 東京都文京区本郷五丁目24番２号

（6）株式会社茨進
本社 茨城県土浦市川口一丁目10番５号

（7）有限会社典和進学ゼミナール
本社 茨城県水戸市千波町1156

（8）株式会社市進ラボ
本社 千葉県市川市八幡二丁目３番11号

（9）株式会社ウイングネット
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（10）ジャパンライム株式会社
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（11）株式会社アイウイングトラベル
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号
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（12）株式会社江戸カルチャーセンター
本社 東京都港区赤坂七丁目10番９号

（13）株式会社市進ケアサービス
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（14）株式会社時の生産物
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（15）有限会社敬愛
本社 茨城県水戸市小吹町2297番17号

（16）株式会社プレジャー・コム
本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

（17）株式会社ゆい
本社 神奈川県横浜市港北区日吉本町一丁目27番37号

（18）紙ふうせん株式会社
本社 東京都世田谷区梅丘一丁目13番４号

（19）株式会社市進アシスト
本社 千葉県市川市八幡二丁目３番11号

（20）株式会社IGH
本社 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550番地３

（21）ICHISHIN INDIA CONSULTANT PRIVATE LIMITED
本社 The Great Eastern Centre 70, Nehru Place, New Delhi

（22）香港市進有限公司
本社 香港九龍旺角煙廠街９號

（23）新譽有限公司
本社 香港九龍彌敦道192-194號
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９．従業員の状況（2023年２月28日現在）
セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

名 名
教育サービス事業 721 4

介護福祉サービス事業 207 25

合計 928 29

（注）１．従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向
者を含む就業人員であります。

２．上記の従業員数には臨時従業員3,386名（教務系嘱託社員2,692名、事務系嘱託社員694名）を含ん
でおりません。

10．主要な借入先（2023年２月28日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高（千円）

株 式 会 社 千 葉 銀 行 2,468,774

株 式 会 社 常 陽 銀 行 570,614

株 式 会 社 り そ な 銀 行 558,186

株 式 会 社 足 利 銀 行 557,429

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 359,973

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 290,020

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 232,128

（注） 2023年２月28日現在の借入残高が、100,000千円以上の金融機関を記載しております。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2023年２月28日現在）
１．発行可能株式総数 34,000,000株
２．発行済株式の総数 9,972,613株

（自己株式数632,275株を除く。）
３．株主数 2,274名
４．大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 学 研 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 3,993 40.0

株 式 会 社 学 究 社 2,160 21.7

梅 田 威 男 360 3.6

市 進 グ ル ー プ 社 員 持 株 会 276 2.8

株 式 会 社 千 葉 銀 行 246 2.5

株 式 会 社 ウ ィ ザ ス 220 2.2

田 代 英 壽 100 1.0

株 式 会 社 エ デ ュ ・ リ サ ー チ ・ ア ジ ア 63 0.6

横 田 浩 二 56 0.6

下 屋 俊 裕 56 0.6

（注）１．千株未満は切り捨てて表示しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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５．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、下記のとおり株式を交付いたしまし

た。
株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 29,000株 ８名
社外取締役 1,000株 １名
監査役 3,000株 ３名

（注）上記の他、子会社の取締役31名に対して譲渡制限付株式39,918株を付与しております。

６．その他株式に関する重要な事項
単元株式数 100株

2023年04月24日 13時08分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 26 ―

Ⅲ．会社役員に関する事項（2023年２月28日現在）
１．取締役及び監査役の氏名等
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 ま た は 資 格

代 表 取 締 役 会 長 下 屋 俊 裕
代 表 取 締 役 社 長 福 住 一 彦
取 締 役 副 社 長 竹 内 厚
専 務 取 締 役 土 坂 恭 司
常 務 取 締 役 原 園 明 宏
取 締 役 荻 原 俊 平
取 締 役 尾 和 保 弘
取 締 役 小 野 有 紀 子
取 締 役 小 幡 績
常 勤 監 査 役 大 谷 木 進
監 査 役 萩 原 壽 治 公認会計士・税理士
監 査 役 松 田 勉 税理士

（注）１．取締役 小幡績氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役 萩原壽治氏、松田勉氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役 萩原壽治氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
４．監査役 松田勉氏は、東京国税局における豊富な実務経験と高度な専門知識を有し、また、税理士と

しての幅広い見識を有するものであります。
５．2022年５月26日付で、尾和保弘氏は取締役に就任いたしました。
６．2022年５月26日付で、小野有紀子氏は取締役に就任いたしました。
７．2022年５月26日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって、取締役副社長 小笠原宏司氏は任期

満了により退任いたしました。
８．当社は、取締役 小幡績氏、監査役 萩原壽治氏、松田勉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
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２．取締役及び監査役の重要な兼職の状況
区 分 氏 名 兼務する他の法人等 兼 務 の 内 容

取 締 役

下 屋 俊 裕
株 式 会 社 市 進 ラ ボ 取締役会長
株 式 会 社 プ レ ジ ャ ー ・ コ ム 取締役会長

竹 内 厚
株 式 会 社 市 進 ケ ア サ ー ビ ス 代表取締役社長
株 式 会 社 時 の 生 産 物 代表取締役社長
株 式 会 社 プ レ ジ ャ ー ・ コ ム 代表取締役社長

土 坂 恭 司 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY 代表取締役社長
原 園 明 宏 株 式 会 社 市 進 代表取締役社長

荻 原 俊 平
株 式 会 社 ウ イ ン グ ネ ッ ト 代表取締役社長
ジ ャ パ ン ラ イ ム 株 式 会 社 代表取締役社長
株 式 会 社 ア イ ウ イ ン グ ト ラ ベ ル 取 締 役

尾 和 保 弘
株 式 会 社 市 進 ア シ ス ト 代表取締役社長
株 式 会 社 ゆ い 常務取締役

３．責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役全員と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める額
を限度とする賠償責任限定契約を締結しております。

４．役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O保険」

という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、当社及びすべての当社子会
社におけるすべての取締役、監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損
害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補すること
としております。なお、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
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５．取締役及び監査役の報酬等の額
（1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は取締役の報酬について、以下の方針を取締役会で決議しております。
当社の取締役（社外取締役を含む。）の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範

囲内で、各種統計調査に基づく会社規模・世間相場の水準等を参考として、役職位ごとの
テーブルを定め、その範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役会長下屋俊
裕と代表取締役社長福住一彦の代表者２名が、各取締役の代表権の有無、兼務する会社の
有無などの職責と業績を勘案した上で決定しております。監査役（社外監査役を含む。）に
ついては、職務内容、経験及び当社の状況等を総合的に勘案した上で監査役の協議により
決定しております。いずれも、固定報酬としての基本報酬と中長期的インセンティブとし
ての株式報酬により構成しております。株式報酬につきましては、取締役に対しては、当
社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の
皆さまとの一層の価値共有を高めることを目的として、また監査役に対しては、当社の企
業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、「譲渡
制限付株式報酬制度」を導入しております。「譲渡制限付株式報酬制度」の具体的な支給時
期及び配分について、取締役については取締役会にて決定し、監査役については監査役の
協議にて決定することとしております。

（2）取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2010年５月28日定時株主総会において年額250,000千円以内と

決議いただいております。当決議時点の取締役の員数は５名であります。監査役の報酬限
度額は1991年５月28日定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいており
ます。当決議時点の監査役の員数は３名であります。また、譲渡制限付株式報酬の限度額
は、上記報酬枠とは別枠で、2021年５月28日の定時株主総会において、取締役に対して
年額20,000千円以内（うち社外取締役2,000千円以内）、監査役に対して年額2,000千円
以内（うち社外監査役1,200千円以内）と決議いただいております。当決議時点の取締役
の員数は８名（うち社外取締役１名）、監査役の員数は３名（うち社外監査役２名）であり
ます。

2023年04月24日 13時08分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 29 ―

（3）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定につきましては、取締役会の決議により一任された代表

取締役会長下屋俊裕と代表取締役社長福住一彦の代表者２名が、各取締役の代表権の有無、
兼務する会社の有無などの職責と業績を勘案した上で決定しております。代表者２名に決
定権を委ねるのは、当社グループ全体の業績等を俯瞰しつつ、各取締役の担当部門につい
て評価を行うには代表取締役が最適であると判断したためであります。なお、当事業年度
に係る取締役の個人別の報酬の決定に関しては、上記決定方針に従い、取締役会より一任
された代表取締役会長、代表取締役社長の２名が、各取締役の職責、業績等を勘案して決
定されたものであることから、個人別報酬は妥当なものであると取締役会は判断しており
ます。

（4）取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

非金銭報酬
(譲渡制限付
株式報酬)

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く) 116,720 107,023 9,697 － － ６

監査役
(社外監査役を除く) 9,196 9,000 196 － － １

社外役員 12,608 11,940 668 － － ３

（注）上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
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６．社外役員に関する事項
（1）他の法人等における重要な兼職の状況

該当事項はありません。

（2）社外役員の主な活動状況
① 社外取締役 小幡績氏は、当事業年度に開催された11回の取締役会のすべてに出席
し、行動ファイナンス及び企業金融を専門とする経済学者としての幅広い知見から、
種々発言を行いました。

② 社外監査役 萩原壽治氏は、当事業年度に開催された11回の取締役会のすべて、９回
の監査役会のすべてに出席し、公認会計士及び税理士としての専門的な知見から、法令
遵守の状況の確認及び提言を行いました。

③ 社外監査役 松田勉氏は、当事業年度に開催された11回の取締役会のうち10回、９回
の監査役会のうち８回に出席し、東京国税局における豊富な実務経験と税理士としての
幅広い知見から、法令遵守の状況の確認及び提言を行いました。

（3）社外役員の報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

非金銭報酬
(譲渡制限付
株式報酬)

賞与 退職慰労金

社外取締役 5,459 5,400 59 － － １

社外監査役 7,149 6,540 609 － － ２
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Ⅳ．会計監査人の状況
１．会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 25,500 千円

②当事業年度に係る会計監査人の非監査報酬等 ー 千円
③当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 25,500 千円

（注）１．会社法上の監査と金融商品取引法上の監査について、契約において明確に区別せず、実質的にも区別
できないため、①にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監
査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し審議した結果、会計監査人の
報酬等の額につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査
役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し
た旨及びその理由を報告いたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社及び子会社の取締役及び従業員が法令及び定款を遵守した行動をとるため、「市進

グループ企業行動憲章」をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を行動規範と
する。

②コンプライアンス意識の向上を図るため、取締役及び従業員に対して教育を実施する。
③取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発

見した場合、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに取締
役会または監査役会に報告し、その是正を図る。取締役全員で構成される取締役会は、
経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を相互に監督する機関と
して運営する。

④監査役は取締役会に出席し、取締役の業務報告等を確認し、必要により意見を述べ、助
言を行う。

⑤内部監査部門としてのグループ監査部は、各事業会社及び当社統括本部とは独立した立
場にあり、年間業務計画に基づき、業務活動全般に亘り、定期的または必要に応じて随
時、訪問監査・書類監査を実施し、問題点や今後の課題などを経営会議及び代表取締役
に報告する。また、グループ監査部は監査役会とも定期的に会議を実施し、社内各部署
の法令遵守・定款適合の状況及び問題点と今後の課題を把握し、監査機能の強化を図
る。

⑥法令上疑義がある行為等について従業員が直接情報提供を行える手段として社内通報制
度「コンプライアンス・インフォメーション・システム」を設置する。また、パワーハ
ラスメントの防止をはじめ、職場におけるハラスメントを防止することを目的として
「ハラスメント防止規定」を策定している。併せて、ハラスメントに関する従業員から
の相談・苦情を受け付ける窓口を設置し、危機管理委員会と連携させる。

⑦法令・定款への適合が判断しにくい場合には、顧問契約を締結している弁護士、税理
士、監査法人等に事前に相談し、適正な判断や意思決定を確保する。

⑧暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ等、暴
力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的
勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、断固として対決し、その排除に努め
る。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に則り、適切かつ確実に検索性の高

い状態で保存・管理することとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務遂行に係るリスクを認識し、その把握と管理のための体制を整えることとす

る。リスク管理体制の基礎として管理規程を定め、危機管理委員会を編成する。不測の事
態が生じた場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含めた対策
チームを組織し、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止める体制を整える。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制として、取締役会

を定例的に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
また、経営会議を毎月数回開催し、社内各部門の業務執行状況等を共有し、課題や問題

点を把握するとともに経営上の必要事項の意思決定を行う。

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①子会社等の代表取締役は取締役会やHD経営会議にて経営計画、経過報告、財務報告等

の重要な報告を行い、その構成員からの指摘、助言、追加提案等を受ける。
②経営企画部に担当を設置し、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社等に対

し必要な指示、指導を行い、業務の適正を確保する。
③法令に関する事項や契約事項についても、法務部において相談窓口を設置し、子会社の

業務執行に必要な事項について顧問弁護士等の専門的判断を提供する。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査役は必要により、経営企画部、グループ監査部のスタッフに監査業務に必要な資料

の提供、保管を指示し、特命による監査を行わせることができる。
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７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人
に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲罰に関して意見を述べる

ことができ、取締役はこれを尊重する。

８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体
制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないこと
を確保するための体制

①取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査
役にその都度報告する。監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告
を求めることができる。

②取締役及び使用人は、監査役が監査に必要な範囲で業務執行に関する事項の報告を求め
たときは協力する。

③監査役に報告をした取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由としていかな
る不利な取り扱いもしてはならないものとし、その旨を取締役及び従業員に周知徹底す
る。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払もしくは償還または弁済の

請求をしたときには、その職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き速や
かにこれに応じるものとする。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等

重要な会議に出席するとともに、承認申請書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締
役及び使用人に説明を求めることができるものとする。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記の基本方針に沿って内部統制システムを整備し、運用を行っております。当

事業年度の内部統制システムの整備・運用状況について評価を行った結果、上記の基本方針
に基づいて適切に内部統制システムが整備・運用されていることを確認しております。なお
その概要は次のとおりであります。
①取締役会を11回開催し、法令等で定めのある事項を審議するとともに、全社的な目標

の進捗状況を確認しております。
②取締役会その他の重要な会議の議事録は開催ごとに作成・保管されており、また稟議書

等職務の執行に係る重要な書類等も適切に保管・管理されております。
③監査役は、監査役会を９回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会をはじ

めとする重要会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法
令・定款等の遵守についての監査を行いました。

④監査役と会計監査人（監査法人）は監査実施方法、内容、結果、その他について適宜会
議を実施し、情報を共有し、協力して監査機能の強化を図っております。

Ⅵ．株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい

ては特に定めておりません。

Ⅶ．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主への利益還元の充実と安定した配当を継続していくことを基本方針とし、今後

の事業展開等を総合的に勘案して利益配分を決定しております。
なお、当社は、2006年５月30日開催の第32回定時株主総会において、剰余金の配当を取

締役会の決議にて決定できること（定款第44条）を決議しております。
当期の配当につきましては、上記方針に基づき、2023年４月11日開催の取締役会において

年間（期末）１株当たり配当金10円とすることを決議しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
映像授業コンテンツ
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
差 入 敷 金 保 証 金
そ の 他

5,744,935
4,132,812
703,827
23,806

187,080
6,842

453,871
208,233
53,901

△25,441
6,672,893
2,689,564
1,280,062

9,922
117,413
548,913
691,897
41,355
676,703
241,792
209,066
15,260

210,220
364

3,306,624
472,900
314,974
664,505

1,725,453
128,790

（負 債 の 部）
流 動 負 債

買 掛 金
契 約 負 債
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
退職給付に係る負債
資 産 除 去 債 務
繰 延 税 金 負 債
そ の 他

3,297,564
8,306

394,259
821,769
161,046

1,330,446
83,507

278,338
219,890
6,822,464
4,446,642
632,631

1,256,937
236,568
27,909

221,775

負 債 合 計 10,120,028
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
為 替 換 算 調 整 勘 定
退職給付に係る調整累計額
非 支 配 株 主 持 分

2,174,179
1,476,237
1,237,211
△299,177
△240,091
100,691
133,699
△4,794
△9,612
△18,600
22,928

純 資 産 合 計 2,297,799
資 産 合 計 12,417,828 負 債 及 び 純 資 産 合 計 12,417,828
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連 結 損 益 計 算 書
（ 2022

2023
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 17,292,145
売 上 原 価 14,308,549

売 上 総 利 益 2,983,596
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,089,135

営 業 利 益 894,460
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 18,654
助 成 金 収 入 9,279
自 動 販 売 機 収 入 3,512
業 務 受 託 料 収 入 4,297
為 替 差 益 10,635
雑 収 入 15,134 61,514

営 業 外 費 用
支 払 利 息 107,376
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 42,136
控 除 対 象 外 消 費 税 等 41,596
雑 損 失 30,265 221,374
経 常 利 益 734,599

特 別 利 益
移 転 補 償 金 10,000
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 16,339
そ の 他 1,239 27,579

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 96,213
減 損 損 失 40,070
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 22,700
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る 損 失 16,339
そ の 他 7,086 182,410

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 579,768
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 182,243
法 人 税 等 調 整 額 24,154 206,398
当 期 純 利 益 373,370
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,471
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 365,898
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連結株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
2022年３月１日残高 1,476,237 1,229,293 △563,781 △154,494 1,987,254

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △101,295 △101,295

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 365,898 365,898

自 己 株 式 の 取 得 △109,646 △109,646

自 己 株 式 の 処 分 7,918 24,050 31,968

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 7,918 264,603 △85,596 186,924

2023年２月28日残高 1,476,237 1,237,211 △299,177 △240,091 2,174,179

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配
株主持分 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

2022年３月１日残高 97,473 △8,101 △4,768 △18,426 66,176 15,456 2,068,888

連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △101,295

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 365,898

自 己 株 式 の 取 得 △109,646

自 己 株 式 の 処 分 31,968

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 36,225 3,307 △4,843 △174 34,514 7,471 41,986

連結会計年度中の変動額合計 36,225 3,307 △4,843 △174 34,514 7,471 228,911

2023年２月28日残高 133,699 △4,794 △9,612 △18,600 100,691 22,928 2,297,799
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 22社
（2）連結子会社の名称 株式会社市進

株式会社市進東京
株式会社NPS成田予備校
株式会社個学舎
株式会社茨進
有限会社典和進学ゼミナール
株式会社市進ラボ
株式会社ウイングネット
ジャパンライム株式会社
株式会社アイウイングトラベル
株式会社江戸カルチャーセンター
株式会社市進ケアサービス
株式会社時の生産物
有限会社敬愛
株式会社プレジャー・コム
株式会社ゆい
紙ふうせん株式会社
株式会社市進アシスト
株式会社IGH
ICHISHIN INDIA CONSULTANT PRIVATE LIMITED
香港市進有限公司
新譽有限公司

（注）上記のうち、紙ふうせん株式会社は当連結会計年度において株式を取得したため、連結の範囲に含めてお
ります。
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（3）非連結子会社 市進櫻華（北京）国際教育諮詢有限公司
駿和国際教育服務（深圳）有限公司

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計
算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社のうち主要な会社等の名称

株式会社GIビレッジ
株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY

（2）持分法を適用しない非連結子会社の名称等
非連結子会社
市進櫻華（北京）国際教育諮詢有限公司
駿和国際教育服務（深圳）有限公司

・持分法を適用していない理由
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
重要性がないためであります。

（3）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、直近の事業年度に係る計算書類

を使用しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、ICHISHIN INDIA CONSULTANT PRIVATE LIMITEDの決算日は３月31日でありま
す。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており
ます。なお、その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項
（1）資産の評価

① 有価証券の評価基準及び評価方法
持分法を適用していない非連結子会社株式

：移動平均法に基づく原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等：移動平均法に基づく原価法によっております。
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品：先入先出法
仕 掛 品：個別法による原価法
貯 蔵 品：最終仕入原価法

（2）固定資産
固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
（リース資産を除く。）

：定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以後取得の建物（建物
附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後取得の建物附属設備及び構築
物は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ８～60年
機械装置及び運搬具 ４～６年
器具備品 ３～20年

② 無形固定資産
（リース資産を除く。）

：定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用） ５年
映像授業コンテンツ ５年以内

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）引当金
引当金の計上基準

① 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収の可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づく当連結会計年度の負担額を計上しております。
（4）収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容
及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
教育サービス事業
当社グループでは、教育サービス事業において、主として日本の顧客に対して、学習塾などの教育サ

ービスの提供を行っております。学習塾などの教育サービスの提供については、契約期間にわたり均一
のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務
を提供する期間にわたり収益を認識しております。
介護福祉サービス事業
当社グループでは、介護福祉サービス事業においては、主として日本の顧客に対して、デイサービス

事業やサービス付高齢者向け住宅、認知症グループホームなどの介護施設の運営、また訪問介護や訪問
看護等を行っております。いずれのサービスも、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであ
るため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を
認識しております。

（5）その他
① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、計上しております。
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12～14年）

による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（８年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
おります。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法

については、期間定額基準によっております。
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② 重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）金利スワップ
（ヘッジ対象）借入金の利息
・ヘッジ方針
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約ごとに行っております。
・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性を評価しております。
ただし、金利スワップについては、特例処理の要件に該当すると判定される場合には、有効性の判定

は省略しております。
③ 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行
することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設
されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行
われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関す
る取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税

並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）を適用する予定です。

５．のれんの償却に関する事項
のれんの償却につきましては５～10年間の均等償却を行っております。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これ
により、外部から受注している映像作品につきまして、従来は作品が完成し映像素材を納品した時点で収
益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る
進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。また、
進捗度を合理的に判断することが困難な場合は、原価回収基準を採用し、当該履行義務が発生する際に費
用回収することが見込まれる金額を収益計上しております。
この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価はそれぞれ23,806千円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っておりますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示し

ていた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示するこ
ととしました。また、「流動負債」に表示していた「前受金」のうち契約負債に相当する金額については、
当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、連結計算書
類に与える影響はありません。
また、「Ⅶ．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

等の注記を行うこととしました。
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Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
１．のれんの評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

当連結会計年度末の連結貸借対照表において、のれん241,792千円を計上しております。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報

のれんは規則的に償却しておりますが、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場
合に、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによっ
て、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された
場合には、帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当期減少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候には、営業活動から生じる損益等が継続してマイナスとなっている場合のほか、事業に関連

する経営環境の著しい悪化が生じた場合、あるいはそのような見込がある場合等が含まれます。
のれんの帳簿価額には、各連結子会社の買収時点における将来の事業の成長見込に基づいた超過収益力

を反映しております。このため、これらののれんを含む資産グループの営業活動から生ずる損益が継続し
てマイナスとなっていない場合であっても、各連結子会社の買収時点で見込んでいた将来の事業の成長が
達成されない場合や事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化が見込まれた場合、あるいはそのよう
な見込みがある場合には、減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要になる可能性があ
ります。減損の判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、教育サービス事業においては在籍生徒数の
推移などから、介護福祉サービス事業においては、施設利用者数の推移などから算定した事業計画を基礎
として行っており、当該事業計画は取締役会の承認を受けたものであり、合理的であると判断しておりま
す。
なお、翌連結会計年度において、経営環境の著しい悪化等によって見積りにおいて用いた仮定の見直し

が必要になった場合、連結計算書類において認識するのれんの金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。
また、新型コロナウイルス感染症は経済活動全般に影響を与えており、当社グループにおいても、各事

業によって影響は異なりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期によっては、のれんの評価等の会
計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性はあります。新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予
測することは困難であるため、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間継続するものと仮
定し、のれんの評価等の会計上の見積りを行っております。
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２．固定資産評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 2,689,564千円
無形固定資産 676,703千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
当社グループは、主として学習塾事業などの教育サービス事業、デイサービスやグループホームなどの

介護福祉サービス事業を営んでおり、減損判定においては、各校舎や各施設をキャッシュ・フローを生み
出す最少の独立した単位として資産をグルーピングし、営業活動から生ずる損益が２期連続でマイナスの
場合、あるいは移転・閉鎖の意思決定が行われた場合は減損の兆候を把握しております。減損の認識の判
定にあたっては、減損の兆候が把握された各拠点の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッ
シュ・フロー合計が対象拠点に係る固定資産の帳簿価額を下回るものについて、減損損失を認識しており
ます。減損の対象となった資産グループについては、帳簿価額を正味売却価額又は使用価値まで減額し、
当該減少額を減損損失として認識しております。
当連結会計年度においては、連結損益計算書に関する注記に記載のとおり、帳簿価額が回収可能性を下

回る資産について減損損失40,070千円を計上しております。
各拠点の割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、教室であれば各教室の生徒数予測、生徒数増加に

伴い予定する講師の採用などの変動費用、各教室が主力とするエリアの受験ニーズなどの仮定に基づいて
おり、今後の市場の動向や会社が実施予定の施策により大きく影響を受ける可能性があり、不確実性を伴
うものであります。
翌連結会計年度において、経営環境の著しい悪化等によって見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要

になった場合、連結計算書類において認識する固定資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症は経済活動全般に影響を与えており、当社グループにおいても、各事

業によって影響は異なりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期によっては、保有資産の減損損失
の判定等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性はあります。新型コロナウイルス感染症の収束時
期を正確に予測することは困難であるため、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間継続
するものと仮定し、固定資産の減損の判定等の会計上の見積りを行っております。
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３．繰延税金資産
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

当連結会計年度末の連結貸借対照表において、繰延税金資産664,505千円を計上しております。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）に定
める会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対し、将
来の税金の負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上にあたっては、事業計画に基
づく将来課税所得の見積りを行っております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の課税所得の発生額の見積りは、教育サービス事業

においては在籍生徒数の推移などから、介護福祉サービス事業においては、施設利用者数の推移などから
算定した事業計画を基礎として行っており、当該事業計画は取締役会の承認を受けたものであり、合理的
であると判断しております。
翌連結会計年度において、経営環境の著しい悪化等によって見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要

になった場合、連結計算書類において認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。
また、新型コロナウイルス感染症は経済活動全般に影響を与えており、当社グループにおいても、各事

業によって影響は異なりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期によっては、繰延税金資産の回収
可能性の判断等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性はあります。
新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に予測することは困難であるため、新型コロナウイルス感

染症の影響が少なくとも一定期間継続するものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の
見積りを行っております。
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Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保付債務

担保資産の内容及びその金額
現金及び預金 50,000千円
建物 120,195千円
土地 171,432千円
差入敷金保証金 154,149千円
合計 495,777千円

担保に係る債務の金額
１年内返済予定の長期借入金 34,244千円
長期借入金 80,921千円
合計 115,165千円

２．セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有権が売主に留保されたものがあります。
帳簿価額の内訳 建物 13,906千円

器具備品 0千円
３．有形固定資産の減価償却累計額 5,264,928千円

Ⅴ．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当連結会計年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用 途 種 類 場 所
事 業 用 建 物、土 地 千葉県夷隅郡御宿町等

当社グループは、保有する資産を事業用及び共用に区分し、事業用資産については個々の拠点をグルーピ
ングの単位としております。
既存の営業拠点その他について、厳密に資産性を考慮し、業績低迷などにより収益性が悪化している資産

グループ等について減損損失を認識いたしました。その結果、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失40,070千円として特別損失に計上しました。その内訳は建物及び構築
物30,804千円、器具及び備品3,184千円、土地6,081千円であります。
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Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株 式 数 （株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 （株）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 （株）

当連結会計年度末
株 式 数 （株）

発 行 済 株 式
普 通 株 式 10,604,888 － － 10,604,888
合 計 10,604,888 － － 10,604,888

自 己 株 式
普 通 株 式 475,357 230,918 74,000 632,275
合 計 475,357 230,918 74,000 632,275

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
取締役会決議による自己株式の取得による増加 230,000株
譲渡制限付株式報酬による自己株式の無償取得による増加 918株

減少数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 74,000株

２．配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年４月12日
取 締 役 会 普通株式 101,295 10.00 2022年２月28日 2022年５月12日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株 式 の
種 類

配当金の
総 額
（千円）

配 当 の
原 資

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年４月11日
取 締 役 会 普通株式 99,726 利 益

剰余金 10.00 2023年２月28日 2023年５月11日

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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Ⅶ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、また設備投資資
金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用して
おり、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主に業務上の関係を有

する企業の株式であり、市場価格の変動等のリスクに晒されております。長期貸付金は関係会社等への貸
付金であり、貸付先の信用リスクに晒されております。差入敷金保証金は主に教場の賃借契約に基づくも
のであり貸主の信用リスクに晒されております。なお、差入敷金保証金は解約時に返還されるものであり
ます。
営業債務である買掛金はそのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る金利

リスク及び流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、変動金利の借入金の金利変動リスク回避のための金利スワップ取引を行っており

ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等に
ついては、前述の「Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に
関する事項 （5）その他 ② 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
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（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク

当社グループは、営業債権について取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収懸念の
早期把握及び対応を行い、リスクの軽減を図っております。
長期貸付金については、貸付先の財務状況を定期的に把握し、早期にリスクの軽減を図っておりま

す。
② 市場リスク等

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を
継続的に見直しております。
借入金のうち、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図

るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しておりま
す。

③ 資金調達に係る流動性リスク
当社グループは、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性

リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。
「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その

金額自体がデリバティブ取引に関する市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1）投資有価証券

① その他有価証券 294,817 294,817 －
（2）長期貸付金 314,974 299,543 △15,430
（3）差入敷金保証金 1,725,453 1,467,205 △258,247

資産計 2,335,245 2,061,566 △273,678
（1）長期借入金 5,268,411 5,246,911 △21,499
（2）リース債務 793,678 793,678 －

負債計 6,062,089 6,040,589 △21,499
デリバティブ取引(*3) (4,794) (4,794) －

(*1)「現金及び預金」「売掛金」「未収金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であるこ
と、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており
ます。

(*2)市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 178,083

(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で、正味の債務となる
項目については、( )で示しています。
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 294,817 － － 294,817

資産計 294,817 － － 294,817
デリバティブ取引 － (4,794) － (4,794)
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 － 299,543 － 299,543
差入敷金保証金 － 1,467,205 － 1,467,205

資産計 － 1,766,749 － 1,766,749
長期借入金 － 5,246,911 － 5,246,911
リース債務 － 793,678 － 793,678

負債計 － 6,040,589 － 6,040,589
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの
金利スワップの時価は、金利の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レ

ベル２の時価に分類しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
長期貸付金
長期貸付金は主に関係会社貸付金であり、その時価については信用リスクが僅少であるため、回収予定

額を契約期間に対する国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。
差入敷金保証金
差入敷金保証金の時価は、返還予定時期を過去実績から見積り、返還までの期間に対応した国債利回り

等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率を基

に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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Ⅷ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計
教育サービス 介護福祉

サービス
売上高
顧客との契約から生じる
収益 15,293,380 1,998,765 17,292,145

その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 15,293,380 1,998,765 17,292,145

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関す

る注記等 ４．会計方針に関する事項 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 622,568
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 703,827
契約資産（期首残高） 39,550
契約資産（期末残高） 23,806
契約負債（期首残高） 337,229
契約負債（期末残高） 394,259
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契約資産は、各種映像制作に関する法人との受託契約について期末日時点で進行中であり完成未了の制作物
について、その対価に対する連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、各種映像制作に関する
受託先の法人に成果物を納品した時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該各種映像制作
に関する対価は、各種映像制作に関する法人との受託契約に従い、成果物納品後に請求し、受領しておりま
す。
契約負債は、主には、顧客からの前受金に関連するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩さ

れます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は337,229
千円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に

予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 228円11銭
２．１株当たり当期純利益 36円19銭

Ⅹ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付に係る負債 380,691千円
減損損失 134,102千円
賞与引当金 94,072千円
繰越欠損金 1,001,979千円
その他 548,938千円
繰延税金資産小計 2,159,784千円
評価性引当額 △1,432,534千円
繰延税金資産合計 727,250千円

繰延税金負債
投資有価証券評価差額 △57,879千円
資産除去債務 △18,786千円
その他 △13,989千円
繰延税金負債合計 △90,654千円
繰延税金資産の純額 636,596千円
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Ⅺ．資産除去債務に関する注記
１．当該資産除去債務の概要

教室、事務所の貸室賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
２．当該資産除去債務の金額と算定方法

使用見込期間を取得から15年～30年と見積もり、割引率は0.1～2.1％を使用して資産除去債務の金額を
算定しております。

３．当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 236,087千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 4,992千円
時の経過による調整額 3,287千円
資産除去債務の履行による減少額 △7,799千円
期末残高 236,568千円

Ⅻ．重要な後発事象に関する注記
取得による企業結合

（1）企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容並びに規模

被取得企業の名称：トップケアサイエンス有限会社
事業の内容：介護事業
資本金：3,000千円

② 企業結合を行った主な理由
介護福祉サービス事業の業容拡大、サービス提供地域の拡張、また介護技術の向上とグループ内各社

とのシナジー効果を図ることを目的としております。
③ 企業結合日

2023年４月１日
④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率

100％
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とした株式取得により、当社が議決権の100％を獲得したことによるものであります。
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（2）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 58,500千円
取得原価 58,500千円

（3）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 26,600千円（概算額）

（4）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年４月25日

株式会社市進ホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 川 資 樹 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社市進ホールディングスの2022年３月１

日から2023年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社市進ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告
連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第49期事業年度に係る連結
計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類につい

て取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしま
した。

２．監査の結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月25日

株式会社市進ホールディングス 監査役会
常勤監査役 大 谷 木 進 ㊞
監 査 役 萩 原 壽 治 ㊞
監 査 役 松 田 勉 ㊞

（注）監査役萩原壽治及び監査役松田勉は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め
る社外監査役であります。
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貸 借 対 照 表
（2023年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 3,891,957 流 動 負 債 2,555,176

現 金 及 び 預 金 2,164,123 短 期 借 入 金 163,191
売 掛 金 270,857 １年内返済予定の長期借入金 766,376
貯 蔵 品 483 リ ー ス 債 務 139,724
前 払 費 用 83,632 未 払 金 1,420,216
前 渡 金 5,405 未 払 法 人 税 等 16,021
未 収 金 315,383 賞 与 引 当 金 32,262
関 係 会 社 貸 付 金 1,225,152 預 り 金 7,059
立 替 金 492,092 そ の 他 10,324
そ の 他 240 固 定 負 債 5,781,209
貸 倒 引 当 金 △665,413 長 期 借 入 金 3,968,237

固 定 資 産 7,336,388 退 職 給 付 引 当 金 817,371
有 形 固 定 資 産 2,352,840 長 期 未 払 金 14,387

建 物 1,323,834 長 期 前 受 収 益 186,450
構 築 物 49,577 リ ー ス 債 務 590,815
車 両 運 搬 具 7,205 資 産 除 去 債 務 197,038
器 具 備 品 128,563 預 り 保 証 金 2,115
土 地 202,864 そ の 他 4,794
リ ー ス 資 産 640,795 負 債 合 計 8,336,386

無 形 固 定 資 産 391,617 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 141,443 株 主 資 本 2,763,054
映 像 授 業 コ ン テ ン ツ 193,563 資 本 金 1,476,237
そ の 他 56,609 資 本 剰 余 金 1,237,211

投 資 そ の 他 の 資 産 4,591,931 資 本 準 備 金 345,914
投 資 有 価 証 券 392,168 そ の 他 資 本 剰 余 金 891,297
関 係 会 社 株 式 1,825,188 利 益 剰 余 金 289,697
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 599,250 利 益 準 備 金 196,000
関 係 会 社 出 資 金 8,452 そ の 他 利 益 剰 余 金 93,697
差 入 敷 金 保 証 金 1,603,632 繰 越 利 益 剰 余 金 93,697
繰 延 税 金 資 産 346,588 自 己 株 式 △240,091
そ の 他 92,371 評 価 ・ 換 算 差 額 等 128,905
貸 倒 引 当 金 △275,721 その他有価証券評価差額金 133,699

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △4,794
純 資 産 合 計 2,891,959

資 産 合 計 11,228,345 負 債 及 び 純 資 産 合 計 11,228,345
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損 益 計 算 書

（2022
2023

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,136,556
売 上 原 価 39,148
売 上 総 利 益 2,097,408

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,933,156
営 業 利 益 164,251

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 24,020
雑 収 入 9,104 33,125

営 業 外 費 用
支 払 利 息 104,288
雑 損 失 1,861 106,150
経 常 利 益 91,226

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 999
移 転 補 償 金 10,000 10,999

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 42,614
減 損 損 失 11,827
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 22,700
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 141,462
そ の 他 7 218,612

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △116,385
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △168,138
法 人 税 等 調 整 額 △11,791 △179,929
当 期 純 利 益 63,544
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株主資本等変動計算書

（2022
2023

年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
その他資
本剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利
益剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰越利益

剰 余 金
2022年３月１日残高 1,476,237 345,914 883,379 1,229,293 196,000 131,448 327,448 △154,494 2,878,484

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △101,295 △101,295 △101,295

当 期 純 利 益 63,544 63,544 63,544

自己株式の取得 △109,646 △109,646

自己株式の処分 7,918 7,918 24,050 31,968
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － 7,918 7,918 － △37,751 △37,751 △85,596 △115,429

2023年２月28日残高 1,476,237 345,914 891,297 1,237,211 196,000 93,697 289,697 △240,091 2,763,054

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2022年３月１日残高 97,473 △8,101 89,372 2,967,856

事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △101,295

当 期 純 利 益 63,544

自己株式の取得 △109,646

自己株式の処分 31,968
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) 36,225 3,307 39,533 39,533

事業年度中の変動額合計 36,225 3,307 39,533 △75,896

2023年２月28日残高 133,699 △4,794 128,905 2,891,959
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式：移動平均法に基づく原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等 ：移動平均法に基づく原価法によっております。
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
貯蔵品：最終仕入原価法

２．固定資産
固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産
（リース資産を除く。）

：定率法を採用しております。但し、1998年４月１日以後取得の建物（建物附
属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後取得の建物附属設備及び構築物は
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 ８～60年
構築物 10～20年
車両運搬具 ２～４年
器具備品 ３～20年

（2）無形固定資産
（リース資産を除く。）

：定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用） ５年
映像授業コンテンツ ５年以内

（3）リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金
引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については、個別に回収の可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上してお

ります。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（８年）による定額法

により、翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による

定額法により費用処理しております。
４．その他
（1）重要なヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）金利スワップ
（ヘッジ対象）借入金の利息
・ヘッジ方針
当社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約ごとに行っております。
・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより、有効性を評価しております。
ただし、金利スワップについては、特例処理の要件に該当すると判定される場合には、有効性の判定

は省略しております。
（2）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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（3）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所

得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行及
びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度
からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年
３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに

税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）を適用する予定です。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによ
る計算書類に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる計算書類に与
える影響は軽微であります。
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Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
１．繰延税金資産
（1）当事業年度の計算書類に計上した額

当事業年度末の貸借対照表において、繰延税金資産346,588千円を計上しております。
（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報

識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報につきましては「連結注記表 Ⅲ．会計上の
見積りに関する注記」をご参照ください。

２．関係会社投融資
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社短期貸付金 1,225,152千円
関係会社株式 1,825,188千円
関係会社長期貸付金 599,250千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式は、取得価額により評価しておりますが、財政状態の悪化により実質価額

が著しく低下した場合には、相当の減額処理を行っております。ただし、実質価額が著しく低下した場合
であっても将来事業計画等により純資産が十分に回復可能性があると認められる場合には減額処理を行わ
ないこととしております。また、関係会社貸付金（短期・長期含む）は、各関係会社の財政状態に加え、
将来事業計画に基づくキャッシュ・フローの見積額を算定し、個別に回収可能性を見積もったうえで回収
不能見込額につきましては貸倒引当金を計上しております。各関係会社の将来事業計画及びキャッシュ・
フローにつきましては、教室であれば各教室の生徒数予測、生徒数増加に伴い予定する講師の採用などの
変動費用、各教室が主力とするエリアの受験ニーズなどの仮定に基づいており、また介護施設であれば、
利用者数と利用回数の予測などの仮定に基づいており、今後の市場の動向や会社が実施予定の施策により
大きく影響を受ける可能性があり、不確実性を伴うものであります。
また、新型コロナウイルス感染症は経済活動全般に影響を与えており、当社グループにおいても、各事

業によって影響は異なりますが、新型コロナウイルス感染症の収束時期によっては、関係会社投融資の評
価等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性はあります。新型コロナウイルス感染症の収束時期を
正確に予測することは困難であるため、新型コロナウイルス感染症の影響が少なくとも一定期間継続する
ものと仮定し、会計上の見積りを行っております。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．担保提供資産

担保資産の内容及びその金額
現金及び預金 50,000千円
建物 120,195千円
土地 171,432千円
差入敷金保証金 154,149千円
合計 495,777千円

担保に係る債務の金額
１年内返済予定の長期借入金 34,244千円
長期借入金 80,921千円
合計 115,165千円

２．セールアンド割賦バック取引による購入資産で所有権が売主に留保されたものがあります。
帳簿価額の内訳 建物 13,906千円

器具備品 0千円
３．有形固定資産の減価償却累計額 4,978,398千円
４．関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権 2,129,707千円
長期金銭債権 599,250千円

５．関係会社に対する金銭債務
短期金銭債務 1,416,141千円

６．取締役に対する金銭債務
金銭債務 8,870千円
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Ⅴ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との営業取引による取引高 2,178,957千円
２．関係会社との営業取引以外の取引による取引高 14,253千円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数 （株）

当事業年度増加
株 式 数 （株）

当事業年度減少
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （株）

自 己 株 式
普 通 株 式 475,357 230,918 74,000 632,275
合 計 475,357 230,918 74,000 632,275
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
取締役会決議による自己株式の取得による増加 230,000株
譲渡制限付株式報酬による自己株式の無償取得による増加 918株

減少数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 74,000株
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Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記
当社の子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社

株 式 会 社 市 進 （所有）
直接 100.0 役員の兼任

経営指導料等（注)１ 619,915 売 掛 金 50,038

出向者賃金（注)３ 186,803 立 替 金 13,751

賃借料の立替支払（注)４ 1,272,352 立 替 金 106,551

預り金精算 127,164 未 払 金 127,164

内部取引精算 318,113 未 払 金 473,698

株 式 会 社 個 学 舎 （所有）
直接 100.0 －

賃料等の立替支払（注)４ 236,418 立 替 金 20,385

預り金精算 147,864 未 払 金 147,864

内部取引精算 216,053 未 払 金 238,935

株式会社ウイングネット （所有）
直接 100.0 役員の兼任

配当金収入 280,000 未 収 金 150,000

内部取引精算 61,883 未 払 金 120,292

株式会社市進ケアサービス （所有）
直接 100.0 役員の兼任

資金の貸付（注)２、５ 640,585 関係会社貸付金 661,334

貸付利息受取（注)２ 4,137 未 収 金 －

株 式 会 社 茨 進 （所有)
直接 100.0 －

経営指導料等（注)１ 396,155 売 掛 金 20,133

資金の借入（注)２ 75,725 短期借入金 162,214

賃料等の立替支払（注)４ 570,392 立 替 金 47,691

株 式 会 社 市 進 東 京 （所有)
直接 100.0 －

賃料等の立替支払（注)４ 465,557 立 替 金 40,252

内部取引精算 140,606 関係会社貸付金 96,426

株 式 会 社 市 進 ラ ボ （所有)
直接 100.0 役員の兼任 資金の貸付（注)２、５ 134,581 関係会社貸付金 153,281
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種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

関連
会社

株 式 会 社
TOKYO GLOBAL GATEWAY

（所有)
直接 35.0 役員の兼任

資金の貸付（注)２、５ 492,291 長期貸付金 554,250

貸付利息受取（注)２ 8,558 未 収 金 －

（注） 取引条件及び取引条件決定の方針等
１ 子会社との業務委託契約に基づき合理的に決定しております。
２ 運転資金の確保のために行った取引であり、借入金利率及び貸付金利率は市場金利を勘案して合理的

に決定しております。
３ 出向者賃金の支払いについては、出向者に係る人件費に相当する額によっております。
４ 子会社との貸室賃貸借契約に基づき、子会社拠点の賃借料を立替支払いしています。
５ 子会社及び関連会社への貸倒懸念債権に対し、貸倒引当金として流動資産に665,413千円、固定資産

に275,721千円を計上しており、当事業年度において、特別損失に141,462千円の貸倒引当金繰入
額を計上しております。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 289円99銭
２．１株当たり当期純利益 6円29銭

Ⅸ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 248,967千円
減損損失 410,979千円
賞与引当金 9,826千円
繰越欠損金 713,861千円
その他 640,711千円
繰延税金資産小計 2,024,346千円
評価性引当額 △1,602,701千円
繰延税金資産合計 421,644千円

繰延税金負債
投資有価証券評価差額 △57,879千円
資産除去債務 △17,176千円
繰延税金負債合計 △75,055千円
繰延税金資産の純額 346,588千円
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Ⅹ．資産除去債務に関する注記
１．当該資産除去債務の概要

教室、事務所の貸室賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15～30年と見積もり、割引率は0.1～2.1％を使用して資産除去債務の金額を算
定しております。

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 197,173千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 4,992千円
時の経過による調整額 2,671千円
資産除去債務の履行による減少額 △7,799千円
期末残高 197,038千円

Ⅺ．重要な後発事象に関する注記
連結注記表「Ⅻ．重要な後発事象に関する注記」に記載のとおりであります。

2023年04月24日 13時08分 $FOLDER; 74ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 74 ―

計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年４月25日
株式会社市進ホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 間 洋 一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 川 資 樹 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社市進ホールディングスの2022年

３月１日から2023年２月28日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第49期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、各監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年４月25日

株式会社市進ホールディングス 監査役会
常勤監査役 大 谷 木 進 ㊞
監 査 役 萩 原 壽 治 ㊞
監 査 役 松 田 勉 ㊞

（注）監査役萩原壽治及び監査役松田勉は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め
る社外監査役であります。

以 上

2023年04月24日 13時08分 $FOLDER; 78ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



ファミリーマートファミリーマート

井上眼科
病院
井上眼科
病院

新
御
茶
ノ
水
駅

新
御
茶
ノ
水
駅

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

東
京
メ
ト
ロ
千
代
田
線

東
京
メ
ト
ロ
丸
の
内
線

東
京
メ
ト
ロ
丸
の
内
線

ニコライ堂ニコライ堂

日本大理工学部日本大理工学部

TKP ガーデンシティ
御茶ノ水

(三井住友海上駿河台新館内)

TKP ガーデンシティ
御茶ノ水

(三井住友海上駿河台新館内)

聖橋出口
聖橋出口

JR線 御茶ノ水駅

JR線 御茶ノ水駅

三井住友海上
駿河台ビル
三井住友海上
駿河台ビル

B３b出口B３b出口
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東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 （B3b出口）直結
都営新宿線 小川町駅 （B3b出口）直結
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 （B3b出口）直結

<新型コロナウイルス感染症拡大防止対応について>
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本年の株主総会につきましては書面による議決権行使をお願い申し上げます。なお、
本年はお座席の間隔を拡げていることから、ご用意できるお座席の数が例年よりも大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いた
だいてもご入場をお断りせざるを得ない場合がございますので、予めご了承ください。今後の状況により、株主総会の運営等に大きな
変更が生じる場合は、当社ウェブサイトに掲載いたします。
http://ir.ichishin.co.jp/
なお、第46回定時株主総会より、株主総会にご出席の株主様へお配りしておりましたお土産の配布を廃止しております。何卒ご理解賜り
ますようお願い申し上げます。「株主優待制度」につきましては、引き続き実施してまいります。

三井住友海上駿河台新館TKPガーデンシティ御茶ノ水
カンファレンスルーム３階

お問い合わせ 03ｰ5283ｰ6211

東京都千代田区神田駿河台３ｰ11ｰ１〒101ｰ0062
株主総会会場ご案内図
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